
　
松
原
村
の
庄
屋
文
書
で
あ
る「
吉
田
文

書
」の「
御
山
誓
紙
案
文
」を
紹
介
す
る
。

　

御
山
誓
紙
は
、
山
の
法は

っ
と度
に
関
す
る

事
項
を
箇
条
書
き
に
し
た「
前
書
」に
、

神
仏
に
誓
う「
神
文
」を
付
け
、
村
民
が

血
判
で
誓
約
す
る
起
請
文
で
あ
る
。
松

原
村
の
案
文
は
、
郡
方（
農
村
）共
通
の

定
型
文
で
、
他
村
の
誓
紙
と
全
く
同
じ

文
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
原
村
に

関
係
無
い
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
は
、
現
代
文
に
直
し
て
紹
介
す
る
。

　
【
遠
賀
郡
松
原
村
庄
屋
・
組
頭
・
山

ノ
口
そ
の
外
百
姓
中
・
名な

ご子
・

荒あ
ら
し
こ

仕
子
・
遊
民
十
一
歳
以
上
、
御

法
度
の
趣

お
も
む
き

仰
せ
渡
さ
れ
、
起
請
文

を
以
て
お
請
け
申
し
上
げ
る
前
書

の
事
。】

　

山
ノ
口
は
、
山
の
監
視
を
す
る

村
役
人
。
名
子
は
農
家
に
代
々
仕

え
る
奉
公
人
。
荒
仕
子
は
季
節
労

働
者
。
遊
民
は
無
職
の
遊
興
人
や

無
宿
者
・
放
浪
者
な
ど
。
御
法
度

は
山
の
掟
の
こ
と
で
あ
る
。

　
【
一
、
当
村
御
山
・
古
野
並
び

に
御
証
文
山
・
宮
山
・
四し

へ
き壁

共
、

少
し
も
麁そ

ま
つ末
仕
り
間
敷
く
候
。
庄

屋
・
山
ノ
口
・
組
頭
を
初
め
そ
の

外
村
中
の
者
共
、
常
々
心
掛
け
竹

木
立
ち
繁
り
候
様
念
を
入
れ
申
す

べ
く
候
事
。】

　

御
山
は
木
々
が
繁
茂
し
た
藩
有

林
。
古
野
は
古
野
山
の
こ
と
で
、
農
民

が
野
山
を
預
り
竹
木
を
繁
茂
さ
せ
利
用

し
た
山
。
証
文
山
は
、
農
民
が
山
林
育

成
を
受
託
し
、
10
年
後
の
検
査
で
繁
茂

し
て
い
れ
ば
永
代
専
有
権
を
認
め
た
山

で
、
証し

ょ
う
こ
や
ま

拠
山
と
も
言
う
。
宮
山
は
神
社

や
お
寺
が
在
る
山
。
四
壁
は
屋
敷
の
周

囲
の
こ
と
で
あ
る
。

　
【
一
、
御
山
御
法
度
相
背
き
候
者
御

座
候
は
ば
、
早
速
御
注
進
仕
る
べ
く
候
。

当
村
中
は
申
す
に
及
ば
ず
他
方
他
村
の

者
又
は
御
給
人
方
・
御
家
中
衆
そ
の
外

諸
牢
人
等
に
至
る
ま
で
、
御
山
御
法
度

相
背
き
御
山
に
入
り
猥み

だ
り

ケ
間
敷
き
儀
こ

れ
有
り
候
は
ば
、
早
速
指
し
留
め
御
注

進
申
し
上
ぐ
べ
く
候
。
縦

た
と
え

親
子
兄
弟
た

り
共
毛
頭
用
捨
仕
り
間
敷
き
事
。】

　

注
進
は
役
所
に
報
告
す
る
こ
と
。
給

人
方
は
村
内
に
知
行
地
を
持
つ
藩
士

で
、
家
中
衆
は
全
藩
士
を
指
す
。
牢
人

は
浪
人
の
こ
と
。
猥
ケ
間
敷
き
儀
は
、

お
か
し
な
振
る
舞
い
の
こ
と
で
あ
る
。

　
【
一
、
往お

う
か
ん還
並
木
並
び
に
御
植
立
て

の
諸
木
損
じ
申
す
間
敷
く
候
。
万
一
損

じ
候
者
見
当
て
候
は
ば
用
捨
無
く
御
注

進
仕
る
べ
く
候
。
そ
の
外
諸
木
皮
剥は

ぎ・

根
掘
り
、
立
木
の
腹
打
ち
削
り
取
り
申

す
間
敷
く
候
。
右
類
の
麁
末
仕
り
候
者

見
当
て
承
付
候
は
ば
、
是
又
用
捨
無
く

御
注
進
仕
る
べ
く
候
事
。】

　

往
還
は
街
道
の
こ
と
で
、
当
地
で
は

唐
津
街
道
を
指
す
。
承
付
は
確
認
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　
【
一
、
御
山
札
前
の
山
所
、
御
札
前
の

未い
ま

だ
留
め
ざ
る
小
木
・
薪た

き
ぎの
外
一
切
、
御

証
拠
山
・
四
壁
た
り
共
、
お
願
い
申
し
上

げ
ず
猥
り
に
諸
木
伐
り
取
り
申
す
間
敷

く
候
。
田
畠
障さ

わ

り
家
障
り
の
枝
葉
、
御

指
図
を
受
け
伐
り
除
き
申
す
べ
き
事
。】

　

山
札
は
、
農
民
が
野
山
で
薪
・
茅
・

草
な
ど
を
採
取
で
き
る
許
可
証（
鑑
札
）

で
、
毎
年
山
札
銀（
税
）を
納
付
し
て
交

付
さ
れ
て
い
た
。
山
所
は
採
取
の
場
所

で
あ
る
。
未
だ
留
め
ざ
る
は
、
伐
採
禁

止
の
樹
木（
留
木
）で
は
な
い
の
意
。

　

文
意
は
、
山
札
を
携
帯
し
て
の
採
取

は
、
指
定
の
場
所
・
種
目
に
限
定
。
留

木
指
定
外
の
樹
木
の
小
木
・
小
枝
以
外

は
伐
採
禁
止
。
農
民
に
一
定
の
権
利
が
あ

る
証
拠
山
や
四
壁
で
も
無
断
伐
採
は
禁

止
で
あ
る
。
ま
た
、
住
宅
や
田
畑
に
障

害
を
及
ぼ
す
竹
木
も
許
可
を
受
け
、
指

定
さ
れ
た
枝
葉
に
限
り
伐
採
す
る
こ
と
。

で
あ
り
、
厳
し
い
伐
採
制
限
で
あ
っ
た
。

　

農
民
が
無
届
け
伐
採
で
き
る
木
は
、

自
己
所
有
地
内
の
箆へ

ら

の
木
・
油あ

ぶ
ら

せ
ん
・

櫨は
ぜ・

漆う
る
し・

茶
・
楮こ

う
ぞ・

ち
ん
の
木
・
梨
・
柿
・
桃
・

梅
・
棕し

ゅ
ろ櫚

・
蜜
柑
・
久く

ね
ん
ぼ

年
母
・
柚ゆ

ず

・
橙

だ
い
だ
い

に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

つ
づ
く

古
文
書
で
探
る
庶
民
の
く
ら
し

　
　
―
御お

や
ま山

誓せ
い
し紙
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